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リース鋼材の引き取りを依頼された運送業者が積み込まれた鋼材を固定しようと積荷の上でレバーブロックを 　鋼材を安全に運搬するのは運送業者の責であり、そのために積荷を固定する作業は

絞めていたところ突然ラバーが抜け、その反動でバランスを崩し墜落。 　運送業者の業務である。よって運送業者の労災保険が適用された。

尚、運搬車には助手も同行していたが被災者は助手を現場内に残し、公道で単独で作業を行っていた。

高さが2m以上の場所での作業にもかかわらず、墜落防止 荷台に固定した支柱に親綱を張り、安全帯を使用する

措置を講じていなかったこと

抜けるはずのない、ラバーが突然抜けたこと。 レバーブロックの定期点検を実施し、不良の物は修理するなどして

使用する。

　調査記入時の注意点－－①　所属欄は５項目の該当する項目に○マークの記入　　　②３要因(人的･物的・管理的）に関係・該当する要因に○－重要要因と思われる事項に◎を記入してください。（添付要因資料参照）

－
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トラック荷台で荷を固定中、バランスを崩し墜落

災
害
発
生
時
記
録

発生月日　時 工事内容 浄水場工事（ポンプ場建築）

被災者 職種 経験年

被災程度
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況

(
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）

運送会社所属
初期の対策状況含む事項(写真含）

8月8日（金）
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コ　メ　ン　ト（追記・確認すべき事項）
物的
要因

管理的
要因

同種工事の再発防止対策災　　害　　発　　生　　要　　因
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ラバーゴム 
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